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－総括１－ 

新規事業及び重要事業総括表 
 
Ⅰ 総 額 
 
 【一般会計】 

区分 平成２９年度 平成２８年度 伸び率 
予算総額 １８２,２３８,９５８千円

           
１８４,２２１,２４９千円

           
△１.１％ 

一般会計構成比         ９.８％         ９.８％    － 
 
 
Ⅱ 主な新規事業及び重要施策                      （単位 千円） 
 
 １ きめ細かな少子化対策の推進 

  Ｐ １  新規  ウェルカムベイビープロジェクト【健康長寿課】     １９５,６４１ 

  Ｐ ２  一部新規 埼玉版ネウボラの推進【健康長寿課】          ２８８,７５３ 

 

 ２ 生涯を通じた健康の確保 
  Ｐ ３        健康長寿埼玉プロジェクトの推進【健康長寿課】     ４１５,９４９ 

  Ｐ ４     糖尿病対策の推進【保健医療政策課・薬務課】      １９１,６２１(一部再掲) 

  Ｐ ５      がん対策の推進【疾病対策課】             １４４,６５３ 

  Ｐ ６  一部新規 肝炎対策の推進【疾病対策課】                   １,３７５,３８９ 

  Ｐ ７  一部新規 自殺対策の推進【疾病対策課】                     １８０,０２０ 

 
 ３ 地域で高齢者が安心して暮らせる社会づくり 

  Ｐ ８  一部新規  在宅医療連携体制の推進【医療整備課】         ５２４,６６４ 

  Ｐ ９  新規  在宅医療を担う幅広い分野の看護師の確保・育成【医療整備課】 

                                      １９,０８３ 

  Ｐ１０      在宅歯科医療体制の充実【健康長寿課】         １１１,４１６ 

 

 ４ 地域医療体制の充実 
  Ｐ１１  一部新規  救急医療体制の充実【医療整備課】                   ２８７,０１９ 

  Ｐ１２  一部新規  救急電話相談の充実【医療整備課】                   ３４２,９３０ 

  Ｐ１３     回復期病床への機能転換促進【医療整備課】            ３１２,３１３ 

  Ｐ１４  新規 ＩＣＴを活用した地域の病院・診療所連携の推進【医療整備課】 

                                    ３１１,８８２ 

 

 ５ 医師・看護師確保対策の推進 

  Ｐ１５        医師確保の促進【医療整備課】             ７１４,８９０ 

  Ｐ１６ 一部新規 看護職員確保の促進【医療整備課】            １,０５１,７０６ 

 

 



 －総括２－ 

 ６ 医薬品などの適正使用の推進 

  Ｐ１７  一部新規  薬局のかかりつけ機能の強化推進【薬務課】         ４,９００ 

  Ｐ１８      ジェネリック医薬品使用促進の対策【薬務課】        ３,５３１ 

   

 ７ 危機管理・防災体制の強化 

  Ｐ１９  一部新規 災害時医療体制の充実【医療整備課】           ３３,０２１ 

 

 ８ 人と動物が共生する社会づくりの推進 

  Ｐ２０  一部新規  犬猫の殺処分数削減の更なる推進【生活衛生課】       １０,１００ 
 

 ９ 食の安全・安心の確保 

  Ｐ２１        食の安全・安心の確保【食品安全課】          １０６,３０７ 
 

 １０ 市町村国民健康保険等への支援 

  Ｐ２２     国民健康保険制度改革の推進【国保医療課】      ６,７４８,７２１ 

  Ｐ２３      市町村国民健康保険事業への支援【国保医療課】   ５８,４７３,８７５ 

  Ｐ２４    後期高齢者医療制度への支援【国保医療課】     ６３,８３５,５８７ 



                                  新 規 
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ウェルカムベイビープロジェクト 
 

    担当 健康長寿課 母子保健担当 
                                            内線 ３３２６     
 

１ 目  的 

  若い世代に対し、加齢による妊娠率の低下や妊娠・出産に係るリスクの増加等

の正しい知識の普及啓発を行うとともに、子供を望む夫婦に対し、早期の不妊検

査・不妊治療を受診する意識の向上及びきめ細かな支援により不妊検査費等の負

担軽減を図る。 
 

２ 予算総額     １９５，６４１千円 

 

３ 事業概要 

（１）普及啓発及び広報の徹底              １０，３２６千円  

   将来に備え、若い世代から不妊・妊娠の正しい知識の普及啓発を行う。 
  ア 高校２・３年生全員に正しい知識についてわかりやすくまとめた冊子を配

布 
  イ 高校・大学等を対象とした出前講座の実施  

  ウ 婚姻届出時にダイアモンド✡ユカイ氏（県こうのとり大使）のメッセージ

カード配布 
（２）不妊に係るきめ細かな支援の充実         １８５，３１５千円  

   これまで支援が受けられなかった夫婦にもきめ細やかな支援を行う。 
  ア こうのとり健診推進事業（夫婦そろって早めに受診してもらうため、不妊

検査費を助成（対象：妻年齢４３歳未満夫婦）） 

  イ 早期不妊治療費助成（妻年齢３５歳未満夫婦の初回特定不妊治療費助成に

上乗せ）   

  ウ ２人目以降特定不妊治療費助成（２人目以降に係る特定不妊治療費助成は

国の回数制限を超えて助成） 

  エ 不妊・妊娠に係る電話相談を土曜及び夜間にも延長 
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埼玉版ネウボラの推進 
 

                      担当 健康長寿課 母子保健担当 
                                           内線 ３３２６      
１ 目  的 

妊娠・出産・育児の様々な相談にワンストップで応じ、妊娠期から子育て期に

わたるまで切れ目のない支援体制を担う「子育て世代包括支援センター」（埼玉

版ネウボラ）の全県展開を図る。また、核家族世帯の割合が高い埼玉県において

孤立化しやすい産婦への本県独自の取組として「産後うつケア」や「産後健診」

を推進できるよう市町村を支援し、安心して産み育てられる環境づくりを進める。 
 

２ 予算総額     ２８８，７５３千円 

 

３ 事業概要 

（１）子育て世代包括支援センターの整備促進・支援   １７９，２８０千円  

「子育て世代包括支援センター」を設置・運営する市町村に対し、保健師等

専門職員の人件費等の運営経費や改修費等の開設準備経費を助成する。 
 

（２）産後のこころケアの推進（新規）          １１，２５０千円 

産後うつ病の予防や早期発見等のため、専門の質問票による産後うつ病のス

クリーニング等に取り組む市町村に対し実施経費を助成する。 
 

（３）産後健診の推進（新規）              ２２，６２５千円 

心身が最も不安定になると言われる産後１か月の時期に行う産後健診の費用

を負担する市町村に対し助成する。 
 

（４）一都三県妊婦健診普及啓発キャンペーン（新規）    ２，５０５千円 

妊娠届や妊婦健診の重要性をアピールするため、一都三県で連携して交通広

告を行う。 
 

（５）乳児家庭の全戸訪問支援等             ７３，０９３千円 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し養育環境等の把握を行い、

養育支援が特に必要な家庭に対して支援を行う市町村に対し助成する。 

また、早期に養育支援の必要なリスクの高い妊産婦について産科医療機関等

と市町村が連携して把握するネットワークを構築し、研修会等を実施する。 

（保健師、助産師、ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ） 

相 談 

助言・指導 
支援プラン 
 

子育て世代包括支援センター （実施主体：市町村） 
～妊娠から子育てまで もれなくキャッチ～ 

 

 
(新規)産後健診推進事業 

(新規) 

 産後うつケア推進事業 

産後３か月頃までを 
手厚く支援 
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健康長寿埼玉プロジェクトの推進 
 

    担当 健康長寿課 健康長寿担当 
内線 ３５７８         

 

１ 目  的 

誰もが、毎日を健康で生き生きと暮らすことができる「健康長寿社会」を実現

するため、「健康長寿埼玉モデル」及び「埼玉県コバトン健康マイレージ」等を

普及し、健康寿命の延伸と医療費の抑制を目指す。 
 

２ 予算総額     ４１５，９４９千円 

 

３ 事業概要 

（１）健康長寿埼玉モデルの普及            ２５１，８５０千円  

「健康長寿埼玉モデル」を導入する市町村に対し、初期費用等を補助すると

ともに円滑な事業運営のための支援を行う。 

 

（２）健康マイレージの運用開始            １５１，８９６千円 

ウオーキングや運動教室への参加、特定健診の受診などで健康ポイントを貯

め、抽選などにより特典を受けることができる「埼玉県コバトン健康マイレー

ジ」について、市町村等の参画を得て平成２９年度から運用を開始する。  
＊下図参照 
 

（３）健康長寿サポーターの養成             １２，２０３千円 

健康長寿の取組を県内に広めるため、市町村に対しサポーター養成のための

費用を補助するとともに、事業所を対象とした養成講習を行い、サポーターの

拡大を図る。 
 



                                     

- 4 - 

糖尿病対策の推進 
 
               担当  保健医療政策課  
                   新都心医療拠点・医療プロジェクト推進担当 
               内線 ２４０７ 
               担当 薬務課 総務・薬事計画担当 
               内線 ３６２５ 

１ 目  的 

 レセプトデータ等の分析に基づき、糖尿病患者の重症化を予防するとともに、医

療費の適正化を推進する。また、薬局における簡易検査による糖尿病早期発見・受

診支援を推進する。 

 
２ 予算総額     １９１，６２１千円（一部再掲） 

 

３ 事業概要 

（１）レセプトデータ等を活用した糖尿病重症化予防対策の実施 

１９０，６２１千円（一部再掲） 

 国民健康保険の被保険者を対象に、保険者である市町村が、 

ア レセプト・健診データを分析し、ハイリスク者を抽出する。 

イ 糖尿病治療の未受診者、中断者に対して受診勧奨を行う。 

ウ 通院中のハイリスク者に対して、かかりつけ医と連携して、重症化予防の保

健指導を実施し、人工透析への移行を回避する。 

             ※ 国民健康保険財政調整交付金を活用 

   

 

 

 

   

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

（２）薬局を活用した糖尿病早期発見・受診支援の普及    １，０００千円 

  ア  平成２７年度・２８年度に郊外地域と都市地域１市ずつで実施した、薬局 

   における簡易検査による糖尿病早期発見・受診支援のモデル事業の成果を、 
   県内薬局及び市町村に普及するための研修会を開催 

  イ 市町村の健康イベント等と連携した糖尿病簡易検査及び保健指導等を実施 
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がん対策の推進 
 

                   担当 疾病対策課 がん・疾病対策担当  
                                      内線 ３５９３ 
 

１ 目  的 

  本県のがんの実態把握や、がん検診の受診促進、がん検診精度の向上により、

がんの早期発見・早期治療に繋げるとともに、がん医療提供体制の充実を図るな

ど、がん対策を総合的に実施する。 
 

２ 予算総額     １４４，６５３千円 

 

３ 事業概要 

（１）がん実態把握                   １６，７４２千円  

   がんの実態を把握・分析するため、国内統一基準で全ての病院の協力により、 

  がん登録を推進する。 

 

（２）がん医療提供体制の充実・強化          １１４，８９５千円 

   地域がん診療連携拠点病院（１１病院）の質の高い医療提供体制の充実を図

る。 

 
（３）がん対策の推進                  １３，０１６千円  

  ア がん検診の受診を勧める「がん検診受診推進サポーター」、「県民サポー

ター」を養成する。 

  イ 市町村が実施するがん検診の結果集計・分析を通じ、がん検診の精度向上

を支援する。 

  ウ 小・中・高生を対象としたがん教育出前講座を開催する。 

  エ ピアサポーター（がん治療体験者）の派遣による相談を実施する。 

  オ 企業経営者向けにがん患者の就労に関する理解を高める啓発講座を開催す

る。 

 

 

 

      基本とする 

 

 

 

      計画の策定、推進等の検討 

 
埼玉県がん対策推進協議会 

具体的な取組 

１ がんの予防とがん検
診の受診率及び質の向
上 

３ がんと診断された時
からの緩和ケアの推進
と相談支援等の充実 

２ 質の高いがん医療の
提供 

埼玉県がん対策推進計画 

４ がん患者の在宅医療
の推進 

５ がん登録の推進 

６ がんの教育と普及啓
発及び働く世代へのが
ん対策の充実 

全体目標：がんにより死亡する人の減少 

がん対策推進基本計画
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肝炎対策の推進 
 

                   担当 疾病対策課 がん・疾病対策担当  
                   内線 ３５９３ 
 

１ 目  的 

  肝炎ウイルス検査の実施により感染者を発見し、精密検査費用の助成やフォロ

ーアップを行うとともに、高額となる治療費に対して公費を助成し、適切な医療

が提供されることにより、肝硬変、肝がんへの移行を防ぐことを目的とする。 

 

２ 予算総額     １，３７５，３８９千円 

 

３ 事業概要 

（１）肝炎対策推進体制の整備              ２９，８２５千円  

  ア 普及啓発 
  イ 診療体制の整備 
    肝疾患診療連携拠点病院に連絡協議会を設置し、医療の連携体制を整備 
    患者・家族からの相談等に対応する「肝臓病相談センター」を設置 

  ウ 肝炎ウイルス検査体制の整備 

    保健所や委託医療機関における無料肝炎ウイルス検査の実施 

    職域における肝炎ウイルス検査を促進（新規） 

 

（２）肝炎重症化予防の取組               ５１，６７０千円  

   肝炎ウイルス検査陽性者への初回精密検査費用の助成と慢性肝炎等への定期

検査費用の助成（所得制限あり）及び受診状況確認等のフォローアップの実施 
 

（３）肝炎治療の促進               １，２９３，８９４千円  

   肝炎治療（インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナ

ログ製剤治療）に対する医療費の助成 
 
                      

   

検査 

肝炎重症化予防の取組 
ウイルス検査 

保健所・委託医療機関 

ウイルス検査 
職場（事業主・保険者）の検診機関 

相談窓口 

【肝臓病相談センター】 

（埼玉県肝疾患診療連携拠点病院） 

患者・家族支援 
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自殺対策の推進 
 

担当 疾病対策課 総務・精神保健担当 
内線 ３５６５ 

 

１ 目  的 

  県、市町村、関係機関・民間団体等が連携し、総合的かつ効果的な自殺対策を

計画的に推進する。 
 

２ 予算総額     １８０，０２０千円 

 

３ 事業概要 

（１）自殺対策の取組                 １７７，２２９千円 

  ア 予防啓発 

    ９月の自殺予防週間、３月の自殺対策強化月間の駅等での自殺予防キャン

ペーンの実施、動画広告の放映 

  イ 相談体制の整備 

    「暮らしとこころの相談会」の開催、こころの健康相談統一ダイヤル開設 

  ウ 人材育成 

    教職員への指導力向上を図るための講演会の開催、大学生等を対象とした

ゲートキーパー研修の実施等 

  エ 市町村・団体等への補助 

    地域の実情に応じ市町村が実施する自殺対策に対する補助、依存症者や自

死遺族の支援、電話相談などの自殺対策を行う民間団体への補助 

     

（２）県自殺対策計画の策定（新規）              ９４３千円 

   県の状況に応じた自殺対策を総合的かつ効果的に推進するための計画策定 

 

（３）自殺対策推進センターの設置・運営（新規）      １，８４８千円 

  ア 地域の自殺の実態等についての情報収集・分析及び市町村等への情報提供 

  イ 市町村の自殺対策計画の策定及び推進を支援 

 

 

自殺対策の体系 

 

 

自殺総合対策大綱       県自殺対策計画           市町村自殺対策計画 

           

                         

                                計画策定支援 

                                施策推進支援  

 

 

 

情報提供 

 

県 市町村 国 

自 殺 対 策 基 本 法 

   自殺対策の実施 地域の状況に応じた自殺対策の実施 

自殺総合対策
センター 

県自殺対策推進
センター 
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在宅医療連携体制の推進 
 

  担当 医療整備課 在宅医療推進担当 
  内線 ３５４５ 

 

１ 目  的 

 異次元の高齢化に伴う在宅医療・介護ニーズの増大を見据え、全県域での「在

宅医療と介護連携」の推進を目指す。 

  
２ 予 算 額     ５２４，６６４千円 

 

３ 事業概要 

 【ＳＴＥＰ１】在宅医療を支える医療面を中心とした連携体制の構築 

  ア 在宅医療連携拠点の整備（27年度～28年度全県域で構築） 

・医療・福祉に精通した専門職を配置し、退院支援や相談対応を実施 

  イ 往診医登録 

   ・拠点に協力する医師を登録し、登録情報をもとに医師を患者に紹介 

  ウ 在宅療養支援ベッドの確保 

・必要な時にスムーズに入院できるベッドを地域の病院に常時１床を確保 

   

 【ＳＴＥＰ２】ＩＣＴによる在宅医療・介護連携ネットワークの構築 

   ＩＣＴを活用し、在宅医療・介護連携の輪を更に拡大 

   （28年度:順次導入⇒29年度:全県域に拡大） 

・医師、看護師、ケアマネージャーなどの多職種がスムーズに情報交換を行

えるよう、拠点に「ＩＣＴによる在宅医療・介護連携ネットワーク」を導入 

 

 【ＳＴＥＰ３】在宅医療連携拠点の市町村への移行（新規） 

   郡市医師会と市町村の間を調整（29年度:市町村への働きかけ⇒30年4月に移行） 

   ・平成３０年度に確実に移行させていくために、県が郡市医師会と市町村が 

   協議する場を設定し、論点や課題を整理 

 

「

「
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在宅医療を担う幅広い分野の看護師の確保・育成 
 

  担当 医療整備課 在宅医療推進担当 
  内線 ３５３７ 

 

１ 目  的 

 在宅医療の更なる推進のため、訪問看護ステーションや介護施設の看護師の研

修体制を充実していく。 

  
２ 予算総額     １９，０８３千円 

 

３ 事業概要 

（１）訪問看護の育成                  １５，１３３千円 

  ア 訪問看護師の育成・確保 

・ 平成２８年度に策定した「新卒者等訪問看護師育成プログラム」の研修

メニューのうち単独の訪問看護ステーションでは実施が難しい「合同研

修」、「指導者研修」、「各訪問看護ステーションが行うＯＪＴへの支援」

を実施 

・ 末期がんなど高度な医療にも対応する訪問看護師を育成するため、ノウ

ハウのある訪問看護ステーションでＯＪＴを実施 

・ 訪問看護に興味を持ってもらうため、看護学生、潜在看護師、病院看護

師などを対象に現場体験実習を実施 

イ 訪問看護ステーションの運営の強化 

・ 適正な医療保険の請求を行うための診療報酬請求に関する研修を実施 

  （県内５か所） 

 

（２）介護施設への認定看護師派遣（新規）         ３，９５０千円 

・ 介護施設に勤務する看護師の看護技術向上のため、施設で必要な専門知

識（認知症看護、皮膚・排泄ケア・感染管理、摂食・嚥下、緩和ケア）を

持つ認定看護師を派遣し、現場で研修を実施（１００施設） 
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在宅歯科医療体制の充実 
 

   担当 健康長寿課 総務・歯科担当 
   内線 ３６７１ 

                     

１ 目  的 

 歯科保健医療を必要としながら十分提供されていない要介護者等に対し、必要

な在宅歯科医療を提供し、口腔内と全身の健康状態の改善を通して生活の質 

（ＱＯＬ）の向上を図る。 

 

２ 予 算 額     １１１，４１６千円 

 

３ 事業概要 

（１）入院患者の口腔内状況の把握 

 入退院時を含めた切れ目のない歯科医療を提供するため、歯科医師・歯科衛

生士が入院患者の口腔内状況を把握する。 

（２）地域在宅歯科医療推進拠点の運営 

ア 在宅歯科医療を推進するための拠点を運営する。 

イ 歯科衛生士が住民からの相談対応や受診調整を行う。 

ウ 歯科医師に必要な在宅歯科医療機器の貸出を行う。 

（３）歯科医師等が医科疾患の理解を深める研修会の実施 

 より安全な歯科医療を提供するため、歯科医師等に対して、がん、糖尿病、

認知症など高齢者に多い疾患の理解を深める研修を実施する。 

（４）歯科衛生士確保対策の推進 

 在宅歯科保健医療を推進する上で新たに必要となる歯科衛生士を確保する 

  ため、復職支援相談会や研修会を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護事業所、

 

 

 

患患者・利用者〔在宅〕
〔在宅〕 

 
病院 

地域在宅歯科 
医療推進拠点 

・入院患者の口腔内状況把握 
・患者・利用者からの相談・受診調整 
・地域歯科診療所との連絡・調整 
 

郡市医師会 

介護サービス事業所 

訪問看護事業所、薬局等 

地域歯科診療所 
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救急医療体制の充実 
 

    担当 医療整備課 地域医療対策担当 
                                        内線 ３６３１  
 

１ 目  的 

  緊急性の高い救急患者が、一刻も早く適切な医療機関で診療が受けられるよう、

断らずに受け入れる救急医療機関を整備することなどにより、搬送困難事案の解

消を図り、県民が安心して暮らせる環境を整備する。 

 

２ 予算総額     ２８７，０１９千円 

 

３ 事業概要 

（１）搬送困難事案受入医療機関への助成        ２３２，６０８千円  

   重症の救急患者が２回以上受入れを断られた場合に、原則として断らずに受

け入れることに合意した医療機関に対し、人件費や空床確保費用を助成する。 

 

（２）精神合併症患者連携受入体制の整備（新規）     ３８，７６８千円  

   精神合併症の救急患者を救急医療機関と連携して受け入れる体制を構築する

精神科医療機関に対し、人件費や空床確保費用を助成する。 

 

（３）特定の疾患に対応した輪番体制の整備（新規）    １５，６４３千円 

   各地域において搬送困難事案になりやすい特定の疾患に対し、輪番で受け入

れる体制を整備する。 

 

 



                                  一部新規 

- 12 - 

救急電話相談の充実 
 

    担当 医療整備課 地域医療対策担当 

                                         内線 ３６３１  

 

１ 目  的 

  急な病気やけがに対する県民の不安に応えるとともに、軽症患者の集中による救

急医療機関の負担軽減を図るため、大人や子供の救急電話相談を充実させる。 

 

２ 予 算 額     ３４２，９３０千円 

 

３ 事業概要 

（１）救急電話相談の２４時間化 

   大人の救急電話相談＃７０００について、看護師による相談を２４時間３６５ 

  日受けられる体制を整備し、併せて全国共通ダイヤルとして普及が見込まれる  

  ♯７１１９からも相談できるようにする。 

   また、小児救急電話相談＃８０００についても、看護師による相談を２４時間 

  ３６５日受けられる体制を整備する。 

（２）開始時期 

   平成２９年１０月（予定） 
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回復期病床への機能転換促進 
 

    担当 医療整備課 総務・医療企画担当 
                                      内線 ３５３５ 
 

１ 目  的 

  増大する医療需要に対応するために、病床機能に応じた患者受入体制の構築、

医療機関相互の連携などを図る「医療機能の分化・連携」を推進する必要がある

ことから、今後、特に大幅な不足が推計されている回復期病床への機能転換を行

う医療機関の取組を支援する。 

 

２ 予 算 額     ３１２，３１３千円 

 

３ 事業概要 

   急性期病床等から回復期病床（急性期を経過した患者の受入れや在宅への復

帰支援などの機能を持つ地域包括ケア病床等）への転換に必要な施設・設備整

備費を支援する。 
（１）施設整備費 新築、増改築及び改修に要する工事費 
（２）設備整備費 医療機器等の備品購入費 
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ＩＣＴを活用した地域の病院・診療所連携の推進 
 

  担当 医療整備課 在宅医療推進担当 
  内線 ３５３７ 

 

１ 目  的 

 利根保健医療圏の医療連携ネットワークシステム「とねっと」をＳＡＡＳ化方

式に移行し基幹システムの更新が不要となることにより、地域で自立した運営で

きる体制を構築する。 

  
２ 予 算 額     ３１１，８８２千円 

 

３ 事業概要 

  利根保健医療圏における医療連携ネットワークシステム「とねっと」のシステ

ム更新に伴い、システム事業者が所有する基幹システムを利用するＳＡＡＳ化方

式に移行するための経費を支援 

 （平成２９年度：新システム構築、平成３０年度：新システム稼働） 

  

 ※ ＳＡＡＳ化 

   ①システムベンダーが所有するシステムを活用して利用料を支払う方式 

   ②ユーザーが基幹システムを所有しないため、システム更新が不要 

   ③ソフトウエアのバージョンアップ、不具合の修正や基幹サーバーの更新は

システムベンダーが負担 

   ⇒導入経費やランニングコストが大幅に削減 
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医師確保の促進 
 

    担当 医療整備課 医師確保対策担当 
                                        内線 ３５４６ 
 

１ 目  的 

 医師の不足及び医師の偏在を解消するため、医学生に奨学金を貸与すること等に

より医師の確保を図るとともに、地域医療教育センターにおいて医師等の教育・研

修を実施し、医師等のスキルアップ支援、県内医療機関への誘導・定着を図る。 

 

２ 予算総額     ７１４，８９０千円 

 

３ 事業概要 

（１）埼玉県総合医局機構運営事業           １０１，１２３千円  

   臨床研修医の県内医療機関への誘導、県外から指導医や専門医を招聘する医 
  療機関への助成、女性医師の復職支援など、埼玉県総合医局機構において一元 
  的・総合的な医師確保対策を実施する。 

 

（２）医学生・研修医誘導定着促進事業費        ４７３，６８６千円  

   医学生や研修医に奨学金や研修資金を貸与することにより、医師が不足して 
  いる診療科や医師不足地域への医師の誘導・定着を促進する。 
 
（３）地域医療教育センター運営費           １４０，０８１千円  

   シミュレーター機器等を備えた医師等の教育施設である地域医療教育センタ 
  ー（県立小児医療センター８階）の運営により、本県の医療教育・研修環境の 
  向上、医師等の県内医療機関への誘導・定着を図る。 

 

偏在の解消 

地域医療教育センター 
による教育・研修 

医師バンク・交流会等 
による様々な情報提供 

スキルアップ、地域医療へ
の意識向上 

埼玉県総合医局機構 
（県・医師会・大学等） 

 確保・登録 

 誘導・定着 

人口１０万人対医師数 
最下位脱出 

 医師不足地域・診療科 

へのマッチング 

医学生等奨学金貸与者 
（H28）19人⇒（H37）245人 

臨床研修医 
県内医療機関とのマッチ

ング数 312名（H29.4月） 
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看護職員確保の促進 
 

  担当 医療整備課 看護・医療人材担当 
                   内線 ３５４３ 
  

１ 目  的 

  急速な高齢化による医療ニーズの増大が見込まれており、看護職員の更なる確 

 保を図るため、看護職員の養成、復職支援、離職防止・職場定着を促進する。 

 

２ 予算総額     １，０５１，７０６千円 

 

３ 事業概要 

（１）新人看護職員の養成               ６５４，２０２千円 

   新たな看護職員を育成するため、看護師等養成所の運営に必要な経費の一部 
  を補助するとともに、看護学生の実習受入れを拡充する施設を対象に実習指導 
  者の養成などを支援する。 

 

（２）潜在看護職員の復職支援              ３７，３６２千円 

  ア ナースセンターにおいて、資格を持ちながら就業していない方を対象に無 
   料の職業紹介を実施するとともに、離職時の届出制度を活用した情報提供・ 
   相談体制を強化する。 
  イ 離職している方の技術的な不安を解消し復職を支援するため、県内各地の 
   病院など医療現場での講習会に加え、本人個々の希望や経験に応じた採血な 
   ど看護の基礎技術の練習に特化した講習会を新たに実施する。（新規） 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
（３）離職防止・職場定着の促進            ３６０，１４２千円 

  ア 子供を持つ看護職員等の離職防止と復職を支援するため、病院内保育所を 

運営する医療機関に対して、その運営に必要な経費の一部を補助する。 
  イ 新人看護職員の看護の質の向上及び早期離職を防止するため、看護の現場   

に必要な実践能力の修得を図る新人看護職員研修の実施を支援する。 

 

 

 

 未就業 

離職 

無料の職業紹介 

復職に向けた研修 

情報提供・相談 

 

届出 復職 

ナースセンター 
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薬局のかかりつけ機能の強化推進 
 

           担当 薬務課 総務・薬事計画担当 
  内線 ３６２５    

１ 目  的 

地域包括ケアシステムを支える機関の一つである薬局が、患者のかかりつけ機

能を果たせるようにするため、機能強化を図る。 

 

２ 予 算 額     ４，９００千円 

 

３ 事業概要 

（１）服薬情報の一元的・継続的把握（新規） 

 薬の適正使用を推進するため在宅患者の残薬対策に有効な資材（服薬ボックス 

等）を作成する。 

 

（２）２４時間対応・在宅対応 

ア かかりつけ薬局コミュニティネットワークの創設（ウェブ版）（新規） 

    薬剤師が業務上疑義を生じたときに速やかに技術的な情報を取得できるよ 

   うにするため、業務上困難であった事例を収集してデーターベース化する。   

  イ 在宅医療を提供する薬剤師の育成 

    在宅医療を担う薬剤師を育成するため、緩和ケア及び無菌調剤の研修を実 

   施する。 

  ウ 終末期医療で使用する医薬品・医療材料の適正供給の支援（新規） 

    薬局が終末期医療に必要な医薬品及び医療材料を在宅患者に適正供給でき 

   るようにするため、医療材料等の種類とセット方法等を明示したカタログを 

   作成する。 

 

 （３）医療機関等多職種との連携（新規） 

  薬剤師と多職種の連携を強化するため、模擬地域ケア会議等の研修を実施

する。 

             

            
 

 

  

 

 

 

 

 「患者のための薬局ビジョン」（平成27年10月）が求めるかかりつけ薬局が持つべき3つの機能 

 

  服薬情報の 

一元的・継続的把握 

24時間対応 

・在宅対応 

 医療機関等 

多職種との連携 
  

かかりつけ
薬剤師・ 
薬局の育成 
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ジェネリック医薬品使用促進の対策 
 

 担当 薬務課 販売指導担当 
 内線 ３６２２   

 

１ 目  的 

県民及び医療関係者に対し、ジェネリック医薬品の使用を促進することにより、

平成３２年度末までにジェネリック医薬品の県内数量シェアを８０％以上とす

る。 

 

２ 予算総額     ３，５３１千円 

 

３ 事業概要 

（１）協議会及び地区協議会の開催             ２，４３７千円  

ア 学識経験者等で構成する協議会の開催により、県民及び医療関係者に対す

るジェネリック医薬品の安心使用促進策の検討（年２回） 

  イ 保健所に地区協議会を設置・開催することにより、地域におけるジェネリ

ック医薬品の使用促進策の検討（２保健所） 

  ウ 汎用ジェネリック医薬品リストの作成 

 

（２）研修会等                        ５９４千円  

  ア 郡市医師会等の会合において、ジェネリック医薬品の勉強会を開催 
（１０地区） 

  イ 郡市医師会等を対象にジェネリック医薬品の工場視察を実施（４回） 
 

（３）啓発資材等                       ５００千円  

  ア ジェネリック医薬品使用促進に係るリーフレットの作成 
  イ 薬と健康の週間等のイベントで配布する啓発資材の作成 
 

（４）他団体との連携 

  ア 市町村や地区薬剤師会等が実施する 

   イベントにおいて、啓発活動を実施 

  イ 全国健康保険協会埼玉支部と連携し、 

   新聞紙面等にジェネリック医薬品の使 

   用促進を目的とした情報を掲載 



                                 一部新規 
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●

●

●

●

さいたま
赤十字病院

埼玉医科大学
総合医療ｾﾝﾀｰ

獨協医科大学
越谷病院

自治医科大学附属
さいたま医療ｾﾝﾀｰ

埼玉県済生会栗橋病院

北里大学
ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

川口市立
医療ｾﾝﾀｰ

上里町

神川町

本庄市

美里町

寄居町

羽生市

加須市

久喜市
幸手市

杉戸町

宮代町
白岡市

春日部市

草加市

吉川市

三郷市

川口市

戸田市
蕨市

朝霞市

志木市

和光市

狭山市

川島町

富士見市

三芳町

上尾市

吉見町

東松山市

小川町

東秩父村

ときがわ町

日高市

坂戸市

鶴ヶ島市

小鹿野町

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

深谷市

熊谷市

行田市

蓮田市

松伏町

越谷市

八潮市

新座市

入間市

所沢市

鴻巣市

北本市

伊奈町

滑川町

嵐山町

鳩山町

越生町

飯能市

毛呂山町 川越市

桶川市

さいたま市
ふじみ野市

災害拠点病院位置図

●

●

●

●

さいたま市立病院

● ●

防衛医科大学校病院

埼玉県済生会
川口総病院

埼玉医科大学
国際医療ｾﾝﾀｰ

●

深谷赤十字病院

●

社会医療法人壮幸会
行田総合病院

●

新久喜総合病院

●

国立病院機構
埼玉病院

●

●

草加市立病院

●

埼玉医科大学病院

さいたま市民医療
センター

●

災害時医療体制の充実 
 

    担当 医療整備課 地域医療対策担当 

                                        内線 ３６４２ 

 

１ 目  的 

  災害時においても適切な医療を提供できるよう、人材育成のための研修を実施

するとともに、災害拠点病院等の施設・設備や埼玉ＤＭＡＴの装備などの整備に

取り組み、災害時医療体制の一層の充実を目指す。 

 

２ 予算総額     ３３，０２１千円 

 

３ 事業概要 

（１）災害時医療を支える人材の配置・育成         ５，３３４千円 

ア 災害時小児周産期リエゾンの配置（新規）   

    新生児や妊産婦の搬送調整等を行う「災害時小児周産期リエゾン」を新規

に配置する。 

イ 災害医療コーディネーター研修の実施（新規）  

    医療救護活動を円滑に実施するため「災害医療コーディネーター」のため

の研修を実施する。 

 

（２）災害時医療体制の整備               ２７，６８７千円 

  ア 広域医療搬送体制の整備（新規） 

    広域医療搬送拠点である航空自衛隊入間基地内に設置する臨時医療救護所

（ＳＣＵ）を運営するために必要な高度医療資機材を整備する。 

  イ 埼玉ＤＭＡＴの携行資機材等の整備  

  ウ 災害時通信手段の確保  

  エ 地域における災害医療従事者向け研修の実施（新規） 

    地域の災害時医療体制を充実・強化するため、医療従事者向け研修を実施

する。 

 

 

 

 

  



一部新規 
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犬猫の殺処分数削減の更なる推進 
 

 担当 生活衛生課 総務・動物指導担当 
内線 ３６１７                                 

１ 目  的 

殺処分の多くを占める野良猫の子猫の収容数を削減するため、野良猫の繁殖抑

制の促進や譲渡の拡大を図り、犬猫の殺処分数の更なる削減を目指す。 
 
２ 予算総額     １０，１００千円 

 

３ 事業概要 

（１）地域猫活動推進事業費                ４，１４０千円 

   動物愛護団体や自治会等と連携してモデル地区で地域猫活動に取り組む市町 
  村への助成及び地域猫活動の啓発 
 
（２）飼い主のいない猫の不妊・去勢手術活動推進事業費（新規） ２，０００千円 

   飼い主のいない猫（いわゆる野良猫）の不妊・去勢手術費用を補助する制度   

を導入する市町村への助成 

 

（３）彩の国動物愛護推進員活動補助事業費（新規）     ２，０００千円 

   彩の国動物愛護推進員が行う「野良猫の不妊・去勢手術活動」を支援 

 

（４）譲渡拡大事業費（新規）               １，９６０千円 

   譲渡ボランティア等の育成や支援、県の犬猫譲渡制度の広報強化 
 
 ＊ イオンリテール株式会社と株式会社ダイエーの電子マネー「彩の国ハッピー 

   アニマルＷＡＯＮ」カードからの寄附（利用額の０．１％）を活用 
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食の安全・安心の確保 
 

 担当 食品安全課 監視・食中毒担当  内線３６１１ 
総務・安全推進担当 内線３４２２ 

１ 目  的 

  食品営業施設の衛生管理や食品の表示等に対する監視指導や食品の抜き取り検 
 査を行うことにより、生産から消費にわたる食の安全・安心を確保する。  
   生産者・食品等事業者・消費者によるリスクコミュニケーションを行い、食の 
 安全・安心に関する正しい知識を身に付け、自ら適切な判断ができるようにする。 
 

２ 予算総額     １０６，３０７千円 

 

３ 事業概要 

（１）食中毒対策費                    ６，０６１千円  

   食中毒の原因究明、事件の処理及び予防啓発を行う。 
 

（２）食肉衛生検査センター運営費            ７０，２９８千円  

   安全で安心な食肉・食鳥肉を提供するための検査を行う。 
 

（３）彩の国食の安全・安心確保対策事業         １７，７４６千円  

   食の安全・安心確保のため、監視・検査を充実するとともに、事業者による 
  自主衛生管理の推進のため、国際標準として普及するＨＡＣＣＰの導入を支援 
  する。 
    

（４）食の安全・安心人材育成事業             ２，００２千円 

   食品安全に携わる人や子育て世代を対象に、食の安全に関して学ぶ機会を設

け、食の安全とリスクを判断できる消費者教育に役立つ人材を育成する。 

 

（５）食品残留農薬調査事業               １０，２００千円  

   日常食からの農薬摂取量の実態調査、食品の残留農薬等の試験法開発を行う。 
 
 

 

卸売市場での監視指導 ＨＡＣＣＰ支援相談会 
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国民健康保険制度改革の推進 
 

 担当 国保医療課 国保事業担当 

                      内線 ３３５５ 

 

１ 目  的 

平成３０年度から県と市町村の共同運営となる国民健康保険制度の円滑な実施

に向けた準備を行う。 

 

２ 予算総額     ６，７４８，７２１千円 

 

３ 事業概要 

（１）国民健康保険財政安定化基金事業費      ６，７２４，０７８千円  

   平成３０年度からの国民健康保険新制度において財源不足が生じた場合に、 

  資金の貸付・交付を行うため、県に設置する基金に積立てを行う。 

 

（２）国民健康保険制度改革推進事業費          ２４，６４３千円    

  ア 国保運営協議会の開催 

    国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議 

  イ 国保新制度の広報 

    国保新制度広報チラシを県で作成し、市町村を通じて被保険者へ周知 

  ウ 国保データベース（ＫＤＢ）システムの導入 

    ＫＤＢシステムの導入に係る経費 

  エ 国保新制度開始に向けた準備 

    国保事業費納付金等算定標準システム維持管理、市町村との協議等 

【現行】 市町村が個別に運営 【平成３０年度以降】 県と市町村の共同運営 

市町村 都道府県 

・ 財政運営責任 
・ 財政安定化基金の設置・管理 
・ 市町村ごとの国保事業費納付金を決定 
・ 市町村ごとの標準保険税率の設定 
・ 市町村が行った保険給付の点検 
・ 保険給付に必要な費用を市町村へ交付 
・ 事務の標準化、効率化、広域化を促進 

 

・ 資格管理 
 （被保険者証等の発行） 

・ 保険税率の決定、 

  賦課・徴収 

・ 保険給付 

・ 保健事業 

国保事業費納付金の納付 
・県が財政責任を担う 

・標準保険税率の設定 

・医療費適正化（データ

ヘルスの推進） 市町村 

市町村 市町村 

市町村 

市町村 

国保運営方針 

(県内の統一的方針) 
交付金の交付 

国保制度改革 

【市町村国保の構造
的な課題】 
・年齢構成・医療費水
準が高い 
・所得水準が低い 
・保険料負担が重い 

 慢性的な赤字体質 

市町村の役割 県の役割 
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市町村国民健康保険事業への支援 
 

    担当 国保医療課 国保事業担当 
                                          内線 ３３５６     

１ 目  的 

  市町村国民健康保険事業の運営の健全化を図るため、必要な財政支援を行う。 

 

２ 予算総額     ５８，４７３，８７５千円 

 

３ 事業概要 

（１）国民健康保険財政調整交付金         ３７，６６０，０００千円  

   市町村間における、被保険者数や所得水準等による国民健康保険財政の不均

衡を調整するとともに、国民健康保険事業の健全な運営を推進する事業等※に

対して交付する。（医療給付費等の９％、県10/10） 

   ※主な対象事業 
   ・特定健診受診率向上対策   1,180,000千円 

   ○新うちヘルスケアポイント取組 300,000千円 

   ・医療費適正化対策     1,310,000千円 

         うち糖尿病重症化予防対策  190,000千円 

   ・国保税徴収対策      1,500,000千円 

（２）国民健康保険運営安定化事業費       １９，６２０，６５５千円 

  ア 国民健康保険基盤安定事業負担金 

   ①低所得者の保険税を軽減するため、その経費の一部を負担する。 

（保険税軽減分 県3/4、市町村1/4） 

    ・対象低所得者の拡充 

  （３人世帯の場合）給与収入 約２７８万円以下→約２８２万円以下 

②軽減の対象となった被保険者数に応じて、保険税の一部を負担する。 

    （保険者支援分 国1/2、県1/4、市町村1/4） 

  イ 高額医療費共同事業負担金 

    国民健康保険団体連合会が行う高額医療費共同事業に対して、市町村が負

担する拠出金の一部を負担する。（国1/4、県1/4、市町村1/2） 

（３）特定健康診査等実施事業費          １，１９３，２２０千円 

    生活習慣病の発症を予防し医療費の適正化を図るため、特定健康診査及び

特定保健指導を実施する国保保険者である市町村及び国保組合に対し支援を

行う。（市町村国保：国1/3、県1/3、事業主体1/3）（国保組合：定額） 
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後期高齢者医療制度への支援 
 

 担当 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当 

             内線 ３３５８                    

 

１ 目  的 

後期高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に行われるように、運営主体の広域

連合や市町村を支援する。 

 

２ 予算総額     ６３，８３５，５８７千円 

 

３ 事業概要 

（１）後期高齢者医療対策費            ６３，７９６，７７９千円  

広域連合及び市町村に法定負担金を交付して財政支援を行い、後期高齢者医

療制度の健全かつ円滑な運営を図る。 

 

（２）後期高齢者医療財政安定化基金事業費        ３８，８０８千円  

後期高齢者医療制度に財源不足が生じた場合に、資金の貸付・交付を行うた 

め、基金の管理を行う。 
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納
付 

被保険者          
        

財政リスクを分散・軽減する仕組み               

高額医療費に対する支援 
 

レセプト１件当たり80万
円を超える部分を公費補填 

市町村  

保険料軽減策 
 

低所得者等に対する保険料
軽減分 

 

後期高齢者支援金     

（現役世代の保険料）   

約４割 
                       

 

公費 ５割           

［国：都道府県：市町村＝４：１：１］    

医療  

給付  

財政安定化基金 
 

保険料未納・医療給付増の
リスクに対応 


